
 児童生徒の皆さんへ                       

 保護者の皆様へ                              

 

 

文化部活動の方針を策定しました 
  ※ 文化庁が策定した「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を受けて，文化部の活動

方針を策定したものです。 

 

 

＜この方針が目指すもの＞ 

 

文化部活動を通して，「生きる力」を育 

み，心豊かでたくましい生徒を育てること

を目指します。 

 

生徒のバランスのとれた心身の成長と充

実した学校生活実現を目指します。 

   生涯にわたって学び，芸術文化等の活 

  動に親しみ，豊かな心や創造性の涵養を 

目指します。 

 

合理的でかつ効率的・効果的な文化部活

動運営を目指します。 

 

【活動時間は？】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【休養日は？】 

 

 

 

 

 

 

〇1 日の活動時間は， 

・平日で２時間程度 

（小学校は 1 時間程度） 

・週休日(祝日などを含む)や 

長期休業中は３時間程度。 

〇学期中は週あたり２日以上 

・平日では少なくとも 1 日 

・週休日では少なくとも 1 日以上 

設定する 

〇ある程度長期の休養期間 

（オフシーズン）を設ける 

 

年間の活動計画を学校ホームページに掲載します 

毎月の活動計画を文書等で配付します 

 

仙台市教育委員会 


